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1 はじめに

特許文書、一般に特許明細書は、多くの人が読むこと

のできる技術文書の一例である。新しい技術を開示し、

その権利を主張するために、さまざまな技術分野で作成、

公開されている。

特許として登録されるための条件の一つは、権利主張

する技術に対して、当業者が正しく理解できることであ

る。これは、技術的に実現可能な手段を開示することを

意味するが、そのためには、主張する権利が明確でなけ

ればならない。すなわち、読み手によって権利内容に異

なる解釈が生じてはいけない。技術文書一般の性質であ

るが、特に特許は、この性質が重要である。

特許文書には、その性質上、他の技術文書と比較して

際立った特徴がある。

（1）　新規用語の新規性

新技術を説明するために、これまでにない新しい用語

が使われることが多い。その多くは、既存の構成語を複

数連続した複合語である。

新用語のうち、これまでにまったくない概念を表すも

のもある。新概念を説明するための造語であることが多

い。

（2）　文の複雑さ

新しい手段、装置、概念を表現するために、多くの用

語を用いる必要がある。結果的に、文の構成を複雑にし

てしまう。

年々大量の特許文書が公開される状況では、人による

解釈だけでなく、計算機による自然言語処理を用いた解

釈が必須である。このようにして、科学技術の発展のた

めに、幅広く活用するべきである。

自然言語処理による文書の解釈には、検索、情報抽出、

要約、機械翻訳などがあり、現在までに多くのシステム

が開発され、広く利用されている。しかし、実際の特許

文書は必ずしも現在の自然言語処理で完全に解釈できる

ものではないことも事実である。

これを解決し、各種のシステムが精度を向上させ、利

用者の満足度を上げるには、自然言語処理技術の発展と

ともに、文書作成のルール化が必要である。

日本特許情報機構が提案している特許版・産業日本語

の取り組みはその一つであり、これまでに、特許文書の

ライティングマニュアル［1］を作成・公開するとともに、

いくつかのサポートツールを評価・検証している［2］。ま

た他の実験では、機械翻訳の精度向上につながることが

示されている［3］。

本稿では、このような背景をもとに、特許文書の活用

を推進するための文書診断技術について述べる。

2 特許文書が満たすべき性質

前章で述べた背景をもとに、特許文書として望ましい

性質を整理する。

2.1　文単位での性質
（1）　用語の正確さ

専門用語を含む多くの用語が、正しい表記で正しい用

法で使用されていることである。
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（2）　曖昧性の軽減

１文が表現する内容に曖昧性がなく、読み手によって

異なる解釈を生じないことである。

2.2　文書全体での性質
（1）　用語の一貫性

文書全体において、同じ概念を表す用語は同じ表記で、

また区別すべき概念を表す用語は異なる表記で表現する

ことである。

（2）　符号や番号の対応

本文と図面とで対応する要素に対して、同じ符号が付

与されていること。同様に、本文とフローチャートで、

対応する処理に同じ番号が付与されていることである。

3 文書を検証するための技術

検証のための基本技術は自然言語処理技術であり、そ

の主なものは、形態素解析と構文解析の結果を応用した

ものである。

3.1　大規模な専門用語辞書
用語の正確さを確保するためには、大規模な専門用語

辞書が必要である。機械翻訳システムをはじめとする自

然言語処理システムには専門用語辞書を搭載しているも

のが多い。

しかし、特許文書では日々新しい用語が生まれている。

これらの新語を効率的に収集し、辞書として利用可能に

する手段が必要である。

3.2　形態素解析技術
1文に含まれる用語、表現を解析する技術である。一

般に、文の長さが長くなると、曖昧性が増し、正しい解

釈が困難になる。そこで、一定文字数を超える分に対し

て警告を与えることが有効である。

しかし、同じ文字数の文でも、用語の構成は様々であ

る。（1）個々の用語が短く、全体として多くの用語を含

む場合。（2）長い用語を多く含み、全体の語数は多くな

い場合。当然、（2）より（1）のほうに、曖昧性が多い。

したがって、文字数だけでなく、語数を正確に解析する

手段が必要である。

3.3　構文解析技術
１文を構成する用語の間の、係り受けや修飾関係など、

構造に関する情報を解析する技術である。

文の構成する要素が多くなると、係り受け、修飾関係

の解釈に曖昧性が生じる。さらに、表現によっては、並

列関係の解釈にも曖昧性が生じる。

意味的な制約を利用して、機械による解釈を絞り込む

ことも可能だが、人間の行うレベルの解釈を実現するこ

とは難しい。

したがって、複数の可能性がある場合、それを何らか

の方法で利用者に提示できる手段が必要である。

3.4　一貫性検証技術
文書全体での情報の一貫性を調べる技術である。

表記や表現の揺れを認識し、その結果を提示する。3.2

の形態素解析結果を利用して実現する。

3.5　特許文書解析技術
特許文書の構成を利用した分析・検証である。

請求項と本文との対応、本文と図やフローチャートと

の対応など、人手による特許文書作成で生じやすい誤り

を、可能な限り機械的に検証する。

さらに、複数の請求項の依存関係を分析し、提示する

機能を実現したものもある。

4 文書診断技術

２章で示した性質を文書の可読性とみなし、３章で示

した技術を利用したものが、可読性診断技術［4］である。

本稿では文書診断技術として紹介する。

この文書診断技術は、１文単位での可読性を診断する

ものである。文書全体の整合性を診断するものは、他の

システム［5］を参考にしてほしい。

4.1　診断機能
文書診断技術として実現している診断項目には、様々

なレベルがある。その中から、主なものを以下に示す。
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（1）　長文

一定文字数を超える長い文を指摘し、短文化を促す。

（2）　曖昧な係り受け

係り受け関係の解釈が複数ある箇所を指摘し、解消す

る書き換えを促す。

（3）　主語の省略

主語が省略されている述語動詞を指摘し、主語の明示

化を促す。

（4）　述語の省略

述語動詞が省略されている箇所を指摘し、述語の明示

化を促す。

（5）　一定数を超える述語

１文に述語動詞が多く含まれていると、解釈の曖昧性

が大きくなる。このような文を指摘し、分割などの書き

換えによって曖昧性を解消することを促す。

（6）　助詞「は」

格の曖昧性がある助詞「は」を指摘し、格を明確に示

す書き換えを促す。

これらの診断は、いずれも次のような手順で実現して

いる。

（1）　対象の文を形態素解析・構文解析する。

（2）　各診断項目に対応して準備した診断基準に対し

て、（1）の解析結果が適合しているか調べる。

（3）　診断基準に適合した場合、その内容を提示する。

（4）　可能な場合は、入力文に対する言い換え候補を提

示する。

4.2　特許明細書に対する実験
実際の特許明細書を用いて、文書診断の実験を行った。

診断結果として多く指摘されたものは、長文と、係り受

けの曖昧性であった。

今回の実験では、長文として診断した文に対しては、

その他の診断は行わない。したがって、長文を短く分割

して書き換えた場合、その結果に対して新たに係り受け

の曖昧性があると診断されたものもあった。

これらの実験結果から、特許文書を幅広く活用するた

めの方針を、以下に示す。

（1）　１文には１つの関係や処理を基準する。

特許に記述される文には、多くの用語や処理を含んで

長いものが多い。これらはほとんど、複文構造をとって

いる。主文と従文に分割することで、それぞれを単文化

する。2文に分割した場合、因果関係、依存関係は、接

続詞などで表現する。

［例］

　〈…関係A…〉なので、〈…処理B〉を行う。

（単文化1）

　〈…関係A…〉である。

　したがって、〈…処理B〉を行う。

（単文化2）

　〈…処理B〉を行う。

　その理由は、〈…関係A…〉である。

（2）　複数の関係をすべて含まないと成り立たない場合

は、箇条書きを利用する。

［例１］

　次の順に処理する。

　（1）…。（2）…。

［例２］

　特徴は以下の3点である。

　（1）…。（2）…。（3）…。

このように、長文の単文化が有効である。単文化を重

視した結果、過剰な言い換えと感じる場合があるだろう。

しかし、特許文書の活用を目的と考えるなら、むしろ好

ましいと考えるべきである。

5 ライティング支援システム

これまでに述べた特許文書の性質を実現し検証するた

めには、特許ライティング支援システムが必要である。

特許ライティング支援システムとは、利用者が特許文書

を作成する際に、専用の機能で望ましい文書の作成をサ

ポートするものである。支援システムが提供するべき機

能を考える。

（1）　インタラクティブな診断

システムの診断に基づいて、利用者は文書を書き換え

る。その書き換え結果に対しても、システムはさらに診

断を行うべきである。このように、診断と書き換えを繰

り返し行うことで、効率的に文書を仕上げることができ

る。このためにも、インタラクティブな診断インタフェー

スが必要である。
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（2）　診断の根拠を表示

診断の根拠は、入力文の解析結果である。形態素解析、

構文解析などを活用するが、その結果を利用者に分かり

やすく提示する必要がある。単に結果を列挙しただけで

は、専門家以外の利用者には理解できない。

曖昧性を検出した場合、解釈が複数存在する。複数の

解析結果には、人間の解釈と一致しないものがありうる

が、計算機の解釈の結果を利用者に伝えることが重要で

ある。

（3）　書き換え候補の提案

システムの解釈を参照し、書き換えの候補を提案する

ことができれば、より有効である。

（4）　利用者による編集・選択の操作

書き換えを行ったり、複数候補から一つを選択するの

は、最終的に利用者である。言語処理の専門家だけが利

用するものではないので、簡易で効率的なインタフェー

スが望まれる。

（5）　システムによる学習

システムの提示に対して、利用者が書き換えや選択を

行うが、システムが同じ指摘を何度も行って、利用者が

繰り返し同じ操作を強いられるのは望ましくない。利用

者の操作履歴をもとに、システムが可能な範囲で学習を

行い、利用者の操作回数を減らすことで負担を軽減する

ことが望ましい。

6 おわりに

毎年国内で大量に作成・出願される特許文書に対して、

その活用を進めるための手段として文書診断技術を紹介

した。また、特許作成に利用できるライティング支援シ

ステムの実現すべき仕様を提案した。

今後は、実用的なライティング支援システムの実現を

目指すとともに、ライティングルールを含めたプラット

フォーム全体の普及を推進していく予定である。
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